


21

ビ
ジ
ョ
ン
編

第
１
章

第
３
章

第
４
章

第
2
章

第
2
章　

課
題

③ 写真集の作成

　身近な景観や市民一人一人が大切に思う景観を再認識するとともに、被爆後の広島の姿を節目ご

とに記録にとどめ次世代に語り継いでいくことを目的に、市制100周年（平成元年）や被爆70周年（平

成27年）などの節目の年に写真集を作成しました。

　引き続き、被爆80周年など、節目の年に継続して写真集を作成していくことにより、まちの変化

を視覚的に捉えて、市民意識の共有化や高揚につなげていく必要があります。

(イ) 課題

　まちへの愛着と誇りを醸成する仕組みづくり

　�　＊ひろしま街づくりデザイン賞や景観シンポジウムの開催、節目の年での写真集作成などを通

じて身近な景観を再認識する取組を進めてきましたが、本当にまちへの愛着や誇りを持つために

は、これまで以上に市民一人一人が、地域の持つ固有の価値を認識し、愛で、大切にしていく意

識を醸成していくことが必要であり、そのきっかけづくり、その意識づけを継続、発展させるた

めの仕組みづくりが必要です。

　自助・自律心の醸成

　�　これまで実施してきた景観シンポジウムにおいても、市民、＊事業者、行政の適切な役割分担

の必要性や市民主体の景観づくりの重要性を取り上げてきたように、地域の景観づくりに自らが

積極的に取り組む自助の心や、自らを律する自律心にあふれた市民意識を醸成し、良好な景観形

成の礎としていくことが必要です。

　景観に関する知識等の習得

　�　これまでも景観シンポジウムや市政出前講座などを通じ、景観形成に関する情報発信、意識の

共有化を図ってきたところですが、今後はさらに次世代を担う子どもたちに身近な景観への興味

や好奇心を持ってもらう取組を進めるなど、市民、＊事業者、行政が、共に景観形成に係る知識

や手法等を習得することが必要です。

被爆70周年記念事業「写そう残そう私の広島2015」グランプリ受賞作品　『祈鶴の願い』



22

ビ
ジ
ョ
ン
編

第
１
章

第
３
章

第
４
章

第
2
章

第
2
章　

課
題

イ 規制・誘導の充実

(ア) これまでの取組

　景観に関する協議制度により、民間建築物を中心に景観誘導を行うとともに、＊広島市都市デザイ

ンアドバイザー会議などにより、景観形成をリードする公共施設のデザイン向上を図ってきました。

① 景観に関する協議制度の実施

　昭和56年3月、広島市都市美計画の策定に伴い、広島市全域を対象とした「＊都市美協議制度」を開

始し、以降40年以上にわたって市民や＊事業者との対話により、建築物や工作物の景観誘導を行っ

てきました。

　この間、社会状況の変化などにより建築着工件数そのものは半減してきましたが、これまで1万

件を超える協議実績を積み重ねてきました。

　この取組により今日の美しい広島の景観が形成されてきましたが、広島駅周辺では再開発事業等

により街並みが大きく変貌するなど都市は日々変化し、建築物等の更新に合わせてより一層充実し

た景観誘導を図っていく必要があります。

② 公共施設のデザイン向上

　学識経験者や色彩、デザインの専門家等により

構成する＊広島市都市デザインアドバイザー会議で

は、景観形成上重要な建造物や土木構造物のデザ

インを対象に、より良い景観づくりへ向けた観点

から検討・協議を加え、広島らしい個性的で魅力

のある街づくりに取り組んできました。
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広島市立特別支援学校（平成24年7月完成）
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　被爆50周年を記念し、平成7年に開始した「ひろしま2045：平和と創造のまち」は、広島の都市景

観形成において重要と認められる本市の建設事業について、計画段階から建築、土木、ランドスケ

ープ等のデザイン力に優れた設計者を選定、起用することにより、被爆100周年（2045年）のひろし

まに向け、優れたデザインの社会資本を整備していこうとするものです。

　これまでに、中工場（平成16年2月完成）や猿猴川アートプロムナード（平成9年8月完成）などの9事

業10施設が完了しており、いずれもデザイン性に優れた公共施設として、個性的で魅力ある都市景

観の創造に寄与しています。

　今後も引き続き、コンペやプロポーザルなどの多様な手法を活用し、公共施設のデザイン性の向

上に向けた取組を進めていく必要があります。

(イ) 課題
　

   協議制度の限界と市民との対話の継続

　�　市民や＊事業者の権利意識が高まる中、協

議制度による景観誘導にも限界があり、法的

位置付けのある景観誘導の仕組みが必要です。

　�　一方、景観計画に基づく届出制度では、基

準への適合審査が主体となるため、これを補

完し、きめ細やかな景観誘導を行うものとし

て、これまでの協議制度を踏襲した対話型の

景観誘導を進めていくことも必要です。

　広島を象徴する景観の保全や誘導

　�　原爆ドームに対する眺望景観や、今後大きく変貌する「陸の玄関」である広島駅周辺の景観、シ

ンボル的な大規模構造物により創出される景観など、広島を象徴する景観の保全や誘導が必要です。

　公共施設のデザイン向上

　�　これまでの取組を拡充するとともに、国や県などの他の事業主体とも協力して周辺景観やデザ

インに配慮した施設整備を進める必要があります。

変更後

変更前

＊都市美協議制度による協議例

（外観） （施設内部）

中工場（平成16年2月完成）
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ウ 活動・取組の促進

(ア) これまでの取組

　市民や＊事業者による景観づくりが進められています。

① 地元まちづくり団体による活動等

　住民やまちづくり団体などによるまちづくりイベントの開催やボランティアガイドによる観光案

内が実施されていますが、今後は、これらの取組をより一層充実させるため、行政と市民、＊事業

者のネットワークを強化し、魅力ある景観まちづくりへとつなげていくことが必要です。

② バス停留所上屋の屋外広告物

　屋外広告物の掲示のシステム化など、民間事業

者によるまちのにぎわいを創出する景観形成の取

組が実践されてきていますが、今後はより多様な

景観づくりの仕組みを検討し、公共空間の質の向

上を図っていく必要があります。

(イ) 課題

　まちの魅力向上や観光振興

　これまでも、各地でのまちづくりイベントやボランティアガイドによる観光案内などが行われ

てきましたが、「広島」という都市のポテンシャルを最大限に活用するため、数多くある景観資源

等を生かし、市民や＊事業者との連携・協働により、これまで以上にまちの魅力向上や観光振興

を図る必要があります。

　＊自助、共助、公助のバランスのとれたネットワークの形成

　市民、＊事業者、行政が、適切な役割分担の下で、＊自助、共助、公助のバランスをとりつつ、

ネットワークを強化し、連携・協働を進めることが必要です。今後はこれまで以上に住民発意

の景観づくりを基本とし、民間事業者のアイデアを活用した景観づくりを展開していく必要が

あります。

　幅広な施策展開

　「ごみのないまちづくり」や「花と緑と音楽の広島づくり」の推進による公共空間の質の向上な

ど、景観づくりに関連する多様な取組と連携した幅広な施策展開が必要であり、行政内部の連

携体制を整え、総合的で効果的な施策を継続的に展開していくことが必要です。

まちづくりイベント（水辺のコンサート） 地域住民による取組（花による公園再生）

バス停留所上屋への屋外広告物掲出




